
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

交付
申請

実績
報告 請求

交付
申請

実績
報告 請求

● ● ● ● ● ●

内示
現地
調査

出来高
確認 支払

継続
内示
○ 支払

○ ○ ○ ○ ○　 ○ ○

交付
決定

初年度
  確定

交付
決定 確定

○ ○ ○ ○

実施
設計

監理
業務

確認
申請

建築
確認

建築
中間
検査

都
中間
検査

建築
消防
検査

都竣工
検査

●  ● ● ○ ● ○

● ●

事前
協議

　
公表

現場
説明

入札・
契約

●  ●   ● ●

●　●

申請
審査
期間

指定
開設

● ○

補助内示から開設までのスケジュール（例）

法人

設計・監理

建築工事

補助金

都

指定・認可申請

土地

工事入札・契約

令和５年度 令和６年度

着工予定日は、一般競争入札等
の手続に要する期間を考慮する

【竣工から指定・認可申請まで】
①竣工
②法人自主検査
③建築・消防検査、検査済証交付
④都竣工検査
⑤都検査指摘事項改善報告
⑥建物引渡し

⑦表示登記
⑧保存登記

⑨指定申請（開設１か月前まで）
※開設予定日の２か月以上前までに竣工
することが必要です。
※竣工が遅れた場合は、開設時期も遅れ
ることになります（事業者指定の手続期
間を短縮することはできません。）。

各種検査の指摘事項に対応す
る期間が必要なため、右記
【竣工から指定・認可申請ま
で】を参照し、竣工から指定
認可・申請まで必要な日数を
見込むこと。

右記【竣工から指定・認可申請まで】の①～
⑧をすべて完了したうえで、開設予定月の
前々月末日までに指定の申請をすること。

公金を使用した事業であり、透明性・公平性を
担保する必要があるため、契約手続は、別途配
布する「老人福祉施設及び介護保険施設の整備
費補助に関する契約手続基準」に基づき行うこ
と。

中間（竣工）検査と
補助金の現地調査
（出来高確認）とが
同時期の場合は、一
括して実施する場合
がある。都及び区市町村の中高層建築物の紛

争予防に関する条例に基づき、申請
前に標識設置を行うこと。

都竣工検査（④）の希望日は、希望
日の２か月前までに連絡すること。
また、希望日を連絡する時点で、検査
希望日までに検査済証の交付が確実で
あること（建築検査済証は検査後概ね
一週間後に交付される。）。

改善報告（⑤）提出後、都担当者から
連絡があるまで、建物引渡し（⑥）を
することはできません。
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